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がん検診に係る精度管理事業評価のための 

チェックリストの実施状況の公表について 

 
１ がん検診に係る精度管理事業評価のためのチェックリストについて 

がん検診については、その検診が正しく行われなければ効果を発揮すること

はできない。そのため、「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方に

ついて」（平成 20 年 3 月、がん検診事業の評価に関する委員会策定）では、   

精度管理を図る指標として技術・体制指標（事業評価のためのチェックリスト）

とプロセス指標（検診受診率や要精検率等、「検診」「精密検査」等の各プロセ

スに分けて評価するための指標）の把握を呼びかけている。  
チェックリストの実施状況については、毎年、国立がん研究センターが、  

都道府県を通じて各市町村に対し調査を行い、都道府県単位での集計結果が 

国立がん研究センターのホームページ上で公表されているが、各都道府県内の

市町村単位での結果公表については、都道府県の判断に任されている。  
 
２ チェックリストの公表について（前回の予防・早期発見部会の議論） 

市町村別の事業評価のためのチェックリストについては、今後の精度管理の

向上に資するよう公表することとされた。 

プロセス指標については、数値の算出方法を統一し、より正確な結果が得ら

れるよう改善を図る必要があることから、当面の間は公表を見送ることとされ

た。 

 
３ 公表方法 

  県健康づくり支援課ホームページに掲載。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


